
平成 22 年 6 月 
 

総合口座貸越およびカードローン取引時の 
ＡＴＭ利用手数料について 

 

平素よりトマト銀行をご利用いただきありがとうございます。 

 さて、平成 22 年 6 月 18 日の改正利息制限法等の施行に伴い、平成 22 年 6 月

14 日（月）より、総合口座貸越およびカードローンにおける貸越時のお借入・ご

返済金額に応じ、ＡＴＭ利用手数料が次のとおりとなります。 
 

貸越時のお借入・ご返済金額が 

1 万円以下の場合 

所定のＡＴＭ利用手数料（消費税込）が 105

円を超える場合は、105 円といたします。 

貸越時のお借入・ご返済金額が 

       1 万円超の場合 

所定のＡＴＭ利用手数料（消費税込）が 210

円を超える場合は、210 円といたします。 

 

【ご留意事項】 

・ 普通預金等の預金のお引き出し・お預け入れ時のＡＴＭ利用手数料につきま

しては変更ございません。 

・ 提携金融機関のＡＴＭをご利用される場合、ご利用明細票のＡＴＭ利用手数

料表示金額と、実際のお客さまの口座から引き落としされる金額が異なる場

合がございます。 

・ ただし、ご利用明細票に記載される残高は実際にお客さまの口座から引き落

としされるＡＴＭ利用手数料に基づく表示となっております。 
 

【提携金融機関のカードをご利用のお客さまへ】 

 当社のＡＴＭで提携金融機関のカードをご利用される場合、お取引内容によっ

ては提携金融機関の都合により、ご利用明細票上のＡＴＭ利用手数料表示金額が

実際にお客さまの口座から引き落としされるＡＴＭ利用手数料と異なる、もしく

はご利用いただけない場合がございます。 
 

【お問い合わせ】 

 詳しくは口座をお持ちのお取引金融機関までお問い合わせください。 


